
令和４年１０月から実施する項目（先行実施項目） 

No 実施内容 答申 No 備考 

１ 建設工事等発注標準のあり方 

(1) 建築、土木、下水道：Ｃランクの受注上限額の引き上げ、Ａ、Ｂランク受注下限額の引下げ 

(2) 設備：Ａランク受注下限額の引下げ 

業 種 
等級 

格付 

受注可能な工事の規模（予定価格） 

改正前（現行） 改正後 

建築・土木・ 

下水道 

Ａ 4,000万円以上 3,000万円以上 

Ｂ 2,000万円以上 1,000万円以上 

Ｃ 500万～6,000万円未満 500万～1億円未満 

設 備 Ａ 2,000万円以上 1,000万円以上 
 

２  

２ 受注制限及び入札参加制限のあり方の見直し 

(1) 受注制限 

本則運用（年度当初も一般競争入札と公募型指名競争入札との間の制限は掛けない）。それぞれで 1 件ずつ、少なくとも

計２件以上の受注が可能。 

(2) 入札参加制限（従来どおり年度当初（4月から 7月）の入札参加制限は実施しない。） 

業 種 
入札参加制限の内容 

改正前（現行） 改正後 

建築・土木・電気 
6,000万円以上の案件

の落札後は２か月 

6,000万円以上の案件

を落札後は１か月 

設備（空調・給排水） 
500万円以上落札後 

１か月 

3,000万円以上落札後

１か月 
 

５  

項目名内答申番号は、答申内課題項目番号を表しています 



No 実施内容 答申 No 備考 

３ １者申込みなどの際の入札中止措置の見直し 

(1) 公募型指名競争入札 

予定価格帯ごとに必要とする指名事業者数を定め、必要数に満たなかったときは、事業者を補充指名して入札を続行する。 

予定価格（万円） 

（以上～未満） 
入札方法 指名数 

 6,000 ～10,000 公募型指名競争入札 １０者以上 

 4,000 ～ 6,000 公募型指名競争入札  ９者以上 

 3,000 ～ 4,000 公募型指名競争入札  ８者以上 

 2,000 ～ 3,000 公募型指名競争入札  ６者以上 

 1,000 ～ 2,000 公募型指名競争入札  ６者以上 

   500 ～ 1,000 公募型指名競争入札  ５者以上 

   130 ～   500 指名競争入札  ５者以上 

(2) 一般競争入札 

３者以上の申込みがなければ入札を中止する。入札参加資格要件を緩和した上で、再公告入札又は指名競争入札（公募型

を含む）に切り替えて、入札を続行する。 

８  

４ 債務負担行為等の活用による工事発注の平準化 

(1) 債務負担行為の活用 

夏休み中に施工する小中学校の改修工事については、可能な限り前年度中に入札手続きを行い、4 月には開札する取扱

いを進める（技術者等の配置は、契約時ではなく、着工時からとする）。また、5月に開札される一般競争入札等との関係

から、入札参加制限の対象としない取扱いとする。 

９  

 


